
4.再生成功のための課題と留意点

4-1

当動画・関連する資料に記載される情報の著作権は、著作権者が保有しており、著作権法を含む各種の法律によって保護されてい
ます。これらは私的使用や引用など、著作権法を含む各種の法律上で認められている場合を除いて、著作権者の許諾なしに、これ
らの著作物を転載・複製・印刷・配布・放送・公衆送信・翻訳・販売・貸与などを行なうことはできません。



建替え（または敷地売却）決議の要件

『マンション再生』＝『建替えまたは敷地売却』という選
択肢は管理組合にとり難易度は最も高い選択肢

１００戸のマンションの場合、

◆普通決議…過半数決議

２分の１（５０戸）以上の組合員の出席で総会が成立し、出席組合員
（最低５０戸）の過半数＝２６戸の賛成で採択（標準管理規約の場合）

◆特別決議…全議決権数・組合員数の４分の３決議

７５戸の賛成で採択

管理規約の変更、共用部の変更（軽微な変更は普通決議）

◆建替え決議…全議決権数・組合員数（敷地売却決議の場合は加えて
敷地利用権持分価格）の５分の４決議

８０戸の賛成で採択、正式に決まれば非賛成者の理解と協力も必要
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費用と負担と効果

建替えの費用と負担は大きいが、改善効果も高い

◇費用面 修繕 ＜ 改修 ＜ 建替え

◇負担面 修繕 ＜ 改修 ＜ 建替え

◇改善効果 修繕 ＜ 改修 ＜ 建替え
・管理組合 ⇒ 調査費、アドバイザー費など

・個人の負担 ⇒ 引越し、仮住まいの費用と負担、再入居時の購入費用

・ただし、共用部分・専有部分とも最新仕様・最新設備に更新される

建替えにより資産価値の高いマンションとして（敷地売却の場合は現金化
により）資産を再生して次世代へ引き継ぐことができる。

建替え（または敷地売却）を機に、生活設計・将来設計の見直しをするこ
とができる。

4-3



管理組合のパワーと当事者意識が必要

委員会、理事会、説明会、総会を何度も開催
出席率の高さは関心の高さに比例

• 熊本の被災マンション建替え事例

復興特別委員会から建替え決議を経て着工に至るまで
（約２年４ヶ月間で６５回の理事会・委員会と、１９回の総会・説明会）

中間報告会の参加者８０世帯９６名（／１００世帯）８０％の参加、

復興特別委員会では役員（理事・委員）１７名に加え、常時＋約２０名が

オブザーバー参加

• 福岡市内での建替え事例

約３年８ヶ月で７２回の役員会、２４回の総会・説明会

• 小規模マンション（５０戸以下）の建替え事例

総会・説明会への参加率（本人・代理人の当日出席率）が常に７０～８０％
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住宅という個人資産の将来を決めるのは皆さん自身

マンション再生検討は民主主義社会の縮図

• アドバイザー（コンサルタント）や事業協力者は専門知識と技術を用いて
組合の進むレールを敷くことしかできない

• 列車の運転手は管理組合であり、各区分所有者個人

• どの方向に進むのかは、最高決定機関の総会で決議により決定

• 決議されたことは、全員が【権利と義務・責任】をもって従う

➡ まさに、民主主義社会の縮図である

以上
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ご清聴ありがとう

ございました
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